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母
子
家
庭
の
母
の
就
業
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
案
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
最
近
の
経
済
情
勢
の
変
化
に
よ
り
母
子
家
庭
の
母
の
就
業
が
一
層
困
難
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
か
ん

が
み
、
支
給
開
始
後
一
定
期
間
を
経
過
し
た
場
合
等
に
お
け
る
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
が
制
限
さ
れ
る
措
置
の
導
入
に
際
し

て
、
母
子
家
庭
の
母
の
就
業
の
支
援
に
関
す
る
特
別
の
措
置
を
講
じ
、
も
っ
て
母
子
家
庭
の
福
祉
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

（
母
子
家
庭
の
母
の
就
業
の
支
援
に
関
す
る
施
策
の
充
実
）

第
二
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
対
象
期
間
」

と
い
う
。
）
に
係
る
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本

方
針
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
母
子
家
庭
の
母
の
就
業
に
関
す
る
状
況
を
踏
ま

え
、
そ
の
就
業
の
支
援
に
特
別
の
配
慮
が
な
さ
れ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
厚
生
労
働
大
臣
及
び
関
係
行
政
機
関
の
長
は
、
基
本
方
針
に
お
い
て
母
子
家
庭
の
母
の
就
業
の
支
援
に
関
し
て
講
じ
よ
う

と
す
る
施
策
の
充
実
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３
　
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
第
十
一
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
母
子
家
庭
及
び
寡
婦
自
立
促
進
計
画
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
自
立
促
進
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
同
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
等
は
、
対
象
期
間
に
係
る
自
立
促
進
計
画

に
つ
い
て
は
、
基
本
方
針
に
即
し
、
母
子
家
庭
の
母
の
就
業
の
支
援
に
特
別
の
配
慮
が
な
さ
れ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
国
会
に
対
す
る
報
告
等
）

第
三
条
　
政
府
は
、
毎
年
、
対
象
期
間
に
係
る
各
年
度
に
お
け
る
母
子
家
庭
の
母
の
就
業
の
支
援
に
関
し
て
講
じ
よ
う
と
す
る

施
策
を
明
ら
か
に
し
た
文
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
政
府
は
、
国
会
に
対
し
、
対
象
期
間
に
係
る
各
年
度
に
お
け
る
母
子
家
庭
の
母
の
就
業
の
支
援
に
関
す
る
施
策
の
実
施
の

状
況
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
特
別
の
配
慮
）

第
四
条
　
政
府
は
、
対
象
期
間
に
係
る
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
の
貸
付
け
に
つ

い
て
、
母
子
家
庭
の
母
の
就
業
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
に
特
別
の
配
慮
を
し
て
、
同
条
に
規
定
す
る
政
令
を
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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（
民
間
事
業
者
に
対
す
る
協
力
の
要
請
）

第
五
条
　
国
は
、
民
間
事
業
者
に
対
し
、
母
子
家
庭
の
母
の
就
業
の
促
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
協
力
を
求
め
る
よ
う
に
努
め

る
も
の
と
す
る
。

（
母
子
福
祉
団
体
等
の
受
注
機
会
の
増
大
へ
の
配
慮
）

第
六
条
　
国
は
、
母
子
家
庭
の
母
の
就
業
の
促
進
を
図
る
た
め
、
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
第
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
母
子
福

祉
団
体
そ
の
他
母
子
家
庭
の
母
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
社
会
福
祉
法
人
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年

法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第

七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
受
注
に
係
る
業
務
を
行
う
者
が
主
と
し
て
母

子
家
庭
の
母
で
あ
る
も
の
の
受
注
の
機
会
の
増
大
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国

の
物
品
及
び
役
務
の
調
達
に
当
た
っ
て
は
、
予
算
の
適
正
な
使
用
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
地
方
公
共
団
体
の
施
策
）

第
七
条
　
地
方
公
共
団
体
は
、
前
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
国
の
施
策
に
準
じ
て
、
母
子
家
庭
の
母
の
就
業
の
促
進
を
図
る
た
め

に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
こ
の
法
律
の
失
効
）

２
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
た
だ
し
、
平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
母
子
家
庭

の
母
の
就
業
の
支
援
に
関
す
る
施
策
の
実
施
の
状
況
に
係
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規

定
は
、
こ
の
法
律
の
失
効
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。



 5

理
　
由

　
最
近
の
経
済
情
勢
の
変
化
に
よ
り
母
子
家
庭
の
母
の
就
業
が
一
層
困
難
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
母
子
家
庭
の
福

祉
を
図
る
た
め
、
支
給
開
始
後
一
定
期
間
を
経
過
し
た
場
合
等
に
お
け
る
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
が
制
限
さ
れ
る
措
置
の
導
入

に
際
し
て
、
母
子
家
庭
の
母
の
就
業
の
支
援
に
関
す
る
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出

す
る
理
由
で
あ
る
。


